
9．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
9－１．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧
政府の犯罪被害者等施策担当窓口一覧

内　閣　府 犯罪被害者等施策推進室

警　察　庁 長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室

金　融　庁 総務企画局政策課

総　務　省 大臣官房企画課

法　務　省 大臣官房秘書課政策評価企画室

外　務　省 領事局海外邦人安全課

文部科学省 大臣官房総務課

厚生労働省 政策統括官（社会保障担当）付社会保障政策担当参事官室

国土交通省 総合政策局政策課

海上保安庁 総務部政策課

平成26年4月1日現在

都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策担当窓口部局等一覧

地方公共
団体名 施策担当窓口部局名 総合的

対応窓口

犯罪被害者等施策以外に担当している主な施策

地域安全・
安心（防犯）交通安全 消費生活 人権 男女共同

参画
青少年
育成 その他

北 海 道 環境生活部くらし安全局道民生活課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

青 森 県 環境生活部県民生活文化課 ○ ○ ○ ○ ○

岩 手 県 環境生活部県民くらしの安全課 ○ ○ ○

宮 城 県 環境生活部共同参画社会推進課 ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 県 生活環境部県民生活課安全安心まちづくり・交
通安全班 ○ ○ ○ ○ ○

山 形 県 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局くら
し安心課 ○ ○ ○ ○

福 島 県 生活環境部青少年・男女共生課 ○ ○ ○ ○ ○

茨 城 県 生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 ○ ○ ○

栃 木 県 県民生活部くらし安全安心課 ○ ○ ○ ○

群 馬 県 生活文化部人権男女共同参画課 ○ ○ ○

埼 玉 県 県民生活部防犯・交通安全課 ○ ○ ○

千 葉 県 環境生活部生活安全課 ○ ○ ○ ○ ○

東 京 都 総務局人権部人権施策推進課被害者支援連携担当 ○

神奈川県 安全防災局安全防災部くらし安全交通課犯罪被
害者支援グループ ○ ○ ○

新 潟 県 県民生活・環境部県民生活課 ○ ○ ○ ○

富 山 県 知事政策局防災・危機管理課 ○ ○ ○

石 川 県 県民文化局県民生活課交通防犯グループ ○ ○ ○

福 井 県 安全環境部県民安全課 ○ ○ ○ ○ ○

山 梨 県 企画県民部県民生活・男女参画課県民生活・安
全担当 ○ ○ ○ ○ ○

長 野 県 県民文化部人権・男女共同参画課 ○ ○ ○

岐 阜 県 環境生活部環境生活政策課 ○ ○ ○ ○

静 岡 県 くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課 ○ ○ ○

愛 知 県 県民生活部地域安全課 ○ ○ ○

三 重 県 環境生活部交通安全・消費生活課くらし安全班 ○ ○ ○ ○

滋 賀 県 総合政策部県民活動生活課安全なまちづくり担当 ○ ○

京 都 府 府民生活部安心・安全まちづくり推進課 ○ ○ ○

大 阪 府 政策企画部青少年・地域安全室治安対策課 ○ ○
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兵 庫 県 企画県民部地域安全課 ○ ○

奈 良 県 くらし創造部人権施策課 ○ ○

和歌山県 環境生活部県民局県民生活課 ○ ○ ○ ○

鳥 取 県 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 ○ ○ ○ ○ ○

島 根 県 環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室 ○ ○ ○

岡 山 県 県民生活部くらし安全安心課安全安心まちづく
り班 ○ ○ ○ ○

広 島 県 環境県民局県民活動課 ○ ○ ○ ○ ○

山 口 県 環境生活部地域安心・安全推進室 ○ ○ ○ ○

徳 島 県 危機管理部県民くらし安全局安全衛生課生活安
全室 ○ ○ ○ ○

香 川 県 危機管理総局くらし安全安心課 ○ ○ ○ ○ ○

愛 媛 県 県民環境部管理局人権対策課 ○ ○

高 知 県 文化生活部県民生活・男女共同参画課 ○ ○ ○ ○ ○ ○

福 岡 県 新社会推進部生活安全課 ○ ○ ○ ○

佐 賀 県 くらし環境本部くらしの安全安心課 ○ ○ ○ ○ ○

長 崎 県 県民生活部交通・地域安全課 ○ ○ ○

熊 本 県 環境生活部県民生活局くらしの安全推進課 ○ ○ ○ ○ ○

大 分 県 生活環境部県民生活・男女共同参画課
（消費生活・男女共同参画プラザ） ○ ○ ○ ○ ○

宮 崎 県 総合政策部人権同和対策課 ○ ○

鹿児島県 総務部県民生活局生活・文化課くらし安全係 ○ ○ ○ ○

沖 縄 県 環境生活部県民生活課 ○ ○ ○ ○ ○

札 幌 市 市民まちづくり局男女共同参画室男女共同参画課 ○ ○ ○

仙 台 市 市民局市民協働推進部市民生活課 ○ ○ ○ ○

さいたま市 市民・スポーツ文化局市民生活部交通防犯課 ○ ○ ○ ○

千 葉 市 市民局市民自治推進部市民サービス課 ○ ○ ○ ○

横 浜 市 市民局人権課 ○ ○

川 崎 市 市民生活部地域安全推進課／市民・こども局人
権・男女共同参画室 ○ ○ ○ ○ ○ ○

相模原市 市民局生活安全課 ○ ○ ○ ○

新 潟 市 市民生活部市民生活課安心・安全推進室 ○ ○ ○ ○

静 岡 市 生活文化局市民生活部市民生活課 ○ ○ ○ ○

浜 松 市 市民部市民生活課くらしのセンター ○ ○ ○ ○

名古屋市 市民経済局地域振興部地域安全推進課地域安全
推進係 ○ ○ ○ ○

京 都 市 文化市民局市民生活部くらし安全推進課 ○ ○ ○ ○

大 阪 市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 ○ ○

堺 市 市民人権局市民生活部市民協働課 ○ ○

神 戸 市 危機管理室／保健福祉局人権推進課 保健福祉局総務部
人権推進課 ○ ○ ○

岡 山 市 安全・安心ネットワーク推進室 ○ ○ ○

広 島 市 市民局市民安全推進課 ○ ○ ○

北九州市 市民文化スポーツ局安全・安心推進部安全・安
心相談センター ○ ○

福 岡 市 市民局生活安全部生活安全課 ○ ○ ○ ○

熊 本 市 企画振興局市民協働課 ○ ○ ○ ○ ○

（注）　総合的対応窓口とは，犯罪被害者等から相談や問合せがあった場合に，適切な情報提供など総合的な対応を行う窓口をいう。
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9－2．犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置状況（市区町村）
� （平成26年4月1日現在）

市区町村数
①施策主管課の確定状況 ②総合的対応窓口の設置状況

確定市区町村数 （％） 設置済み市区町村数 （％）
北 海 道 178 175 98.3% 122 68.5%
青 　 森 40 40 100.0% 18 45.0%
岩 　 手 33 33 100.0% 25 75.8%
宮 　 城 34 34 100.0% 33 97.1%
秋 　 田 25 25 100.0% 25 100.0%
山 　 形 35 35 100.0% 35 100.0%
福 　 島 59 51 86.4% 51 86.4%
茨 　 城 44 44 100.0% 27 61.4%
栃 　 木 26 26 100.0% 26 100.0%
群 　 馬 35 35 100.0% 35 100.0%
埼 　 玉 62 56 90.3% 38 61.3%
千 　 葉 53 51 96.2% 47 88.7%
東 　 京 62 55 88.7% 62 100.0%
神 奈 川 30 29 96.7% 29 96.7%
新 　 潟 29 29 100.0% 29 100.0%
富 　 山 15 15 100.0% 15 100.0%
石 　 川 19 19 100.0% 19 100.0%
福 　 井 17 17 100.0% 17 100.0%
山 　 梨 27 27 100.0% 10 37.0%
長 　 野 77 77 100.0% 36 46.8%
岐 　 阜 42 42 100.0% 18 42.9%
静 　 岡 33 29 87.9% 17 51.5%
愛 　 知 53 53 100.0% 50 94.3%
三 　 重 29 29 100.0% 29 100.0%
滋 　 賀 19 19 100.0% 19 100.0%
京 　 都 25 25 100.0% 25 100.0%
大 　 阪 41 41 100.0% 30 73.2%
兵 　 庫 40 40 100.0% 40 100.0%
奈 　 良 39 39 100.0% 38 97.4%
和 歌 山 30 30 100.0% 30 100.0%
鳥 　 取 19 19 100.0% 12 63.2%
島 　 根 19 19 100.0% 19 100.0%
岡 　 山 26 26 100.0% 26 100.0%
広 　 島 22 22 100.0% 15 68.2%
山 　 口 19 19 100.0% 19 100.0%
徳 　 島 24 24 100.0% 24 100.0%
香 　 川 17 17 100.0% 7 41.2%
愛 　 媛 20 20 100.0% 20 100.0%
高 　 知 34 34 100.0% 30 88.2%
福 　 岡 58 58 100.0% 23 39.7%
佐 　 賀 20 20 100.0% 20 100.0%
長 　 崎 21 21 100.0% 21 100.0%
熊 　 本 44 44 100.0% 44 100.0%
大 　 分 18 18 100.0% 17 94.4%
宮 　 崎 26 26 100.0% 20 76.9%
鹿 児 島 43 43 100.0% 43 100.0%
沖 　 縄 41 41 100.0% 35 85.4%

注　市区町村数には，政令指定都市を含まない。
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9－3．地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する条例・計画の制定・策定状況
平成26年4月1日現在
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北海道 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　札幌市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　函館市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　小樽市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　旭川市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　室蘭市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　釧路市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　帯広市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　北見市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　夕張市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　岩見沢市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　網走市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　留萌市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　苫小牧市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　稚内市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　美唄市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　芦別市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　江別市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　赤平市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　紋別市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　士別市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　名寄市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　三笠市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　根室市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　千歳市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　滝川市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　砂川市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　歌志内市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　深川市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　富良野市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　登別市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　恵庭市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　伊達市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　北広島市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　石狩市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　北斗市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　当別町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　新篠津村 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　松前町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　福島町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　知内町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　木古内町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　七飯町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　鹿部町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　森町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　八雲町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　長万部町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定
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　江差町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　上ノ国町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　厚沢部町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　乙部町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　奥尻町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　今金町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　せたな町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　島牧村 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　寿都町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　黒松内町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　蘭越町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　ニセコ町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　真狩村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　留寿都村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　喜茂別町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　京極町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　倶知安町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　共和町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　岩内町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　泊村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　神恵内村 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　積丹町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　古平町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　仁木町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　余市町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　赤井川村 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　南幌町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　奈井江町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　上砂川町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　由仁町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　長沼町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　栗山町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　月形町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　浦臼町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　新十津川町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　妹背牛町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　秩父別町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　雨竜町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　北竜町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　沼田町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　鷹栖町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　東神楽町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　当麻町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　比布町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　愛別町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　上川町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　東川町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　美瑛町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定
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　上富良野町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　中富良野町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　南富良野町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　占冠村 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　和寒町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　剣淵町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　下川町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　美深町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　音威子府村 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　中川町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　幌加内町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　増毛町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　小平町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　苫前町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　羽幌町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　初山別村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　遠別町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　天塩町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　猿払村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　浜頓別町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　中頓別町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　枝幸町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　豊富町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　礼文町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　利尻町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　利尻富士町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　幌延町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　美幌町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　津別町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　斜里町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　清里町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　小清水町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　訓子府町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　置戸町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　佐呂間町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　遠軽町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　湧別町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　滝上町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　興部町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　西興部村 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　雄武町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　大空町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　豊浦町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　白老町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　厚真町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　洞爺湖町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　壮瞥町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　安平町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　むかわ町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　日高町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　平取町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　新冠町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　浦河町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　様似町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　えりも町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　新ひだか町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　音更町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　士幌町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　上士幌町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　鹿追町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　新得町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　清水町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　芽室町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　中札内村 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　更別村 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　大樹町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　広尾町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　幕別町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　池田町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　豊頃町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　本別町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　足寄町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定
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　陸別町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　浦幌町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　釧路町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　厚岸町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　浜中町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　標茶町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　弟子屈町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　鶴居村 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　白糠町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　別海町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　中標津町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　標津町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　羅臼町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

青森県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮城県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

秋田県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　鹿角市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　大館市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　北秋田市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　能代市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　男鹿市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　潟上市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　秋田市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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　由利本荘市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　にかほ市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　大仙市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　仙北市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　横手市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　湯沢市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　小坂町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　藤里町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　八峰町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　三種町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　五城目町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　八郎潟町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　井川町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　美郷町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　羽後町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　上小阿仁村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　大潟村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　東成瀬村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

山形県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福島県 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　常陸大宮市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　潮来市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　取手市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

9．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
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　北茨城市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　結城市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

栃木県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　宇都宮市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○

　佐野市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

群馬県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　前橋市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　伊勢崎市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　太田市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　館林市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　渋川市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　藤岡市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○

　富岡市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　榛東村 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　下仁田町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　玉村町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　千代田町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　邑楽町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

埼玉県 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　さいたま市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　三芳町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　嵐山町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　蕨市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

千葉県 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○
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　成田市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　神崎町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　多古町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

東京都 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　杉並区 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　練馬区 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　日野市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　国分寺市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　多摩市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

神奈川県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　川崎市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　横須賀市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　座間市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　寒川町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

新潟県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　新潟市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　柏崎市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　小千谷市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　十日町市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　妙高市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○

　上越市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　佐渡市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　魚沼市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　南魚沼市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

9．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況

235

基
礎
資
料



盛り込まれて
いる施策等

地方公共団体

条
例
等
の
制
定
状
況

基
本
理
念

地
方
公
共
団
体
の
責
務

都
道
府
県
民（
市
区
町
村
民
）の
責
務

連
携
協
力（
含
体
制
整
備
）

基本的施策
相
談
及
び
情
報
の
提
供

損
害
回
復
・
経
済
的
支
援

日
常
生
活
の
支
援

安
全
の
確
保

居
住
の
安
定

雇
用
の
安
定

理
解
の
増
進

調
査
研
究
・
人
材
の
育
成

民
間
支
援
団
体
に
対
す
る
援
助

　胎内市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　阿賀町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　出雲崎町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　湯沢町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　津南町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　刈羽村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　関川村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

富山県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　富山市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

石川県 条例の制定
計画・指針の策定

　七尾市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　加賀市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　羽咋市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　かほく市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　白山市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　能美市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　野々市市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　川北町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　中能登町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　穴水町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　能登町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　内灘町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　津幡町 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　志賀町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　宝達志水町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

福井県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○

　福井市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　越前市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

山梨県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　山梨市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　韮崎市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　南アルプス市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　北杜市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　上野原市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　中央市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　市川三郷町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　富士川町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　昭和町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　小菅村 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　丹波山村 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

長野県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　佐久市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　大垣市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　関ケ原町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　瑞浪市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

静岡県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　静岡市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

9．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
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　浜松市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

愛知県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　犬山市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　刈谷市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　清須市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　幸田町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　西尾市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

三重県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　津市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　伊勢市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　松阪市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　桑名市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　鈴鹿市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　志摩市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　紀北町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

滋賀県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　大津市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　彦根市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　長浜市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　近江八幡市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　草津市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　守山市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　栗東市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　甲賀市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　野洲市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　湖南市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　東近江市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　米原市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　日野市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　竜王町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　愛荘町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

京都府 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　京都市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　福知山市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　舞鶴市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　綾部市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　宇治市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　宮津市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　亀岡市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　城陽市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　向日市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　長岡京市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　八幡市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　京田辺市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　京丹後市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　南丹市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　木津川市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　大山崎町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　久御山町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　井手町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　宇治田原町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　笠置町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　和束町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　精華町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　南山城村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　京丹波町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　伊根町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　与謝野町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

大阪府 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　堺市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　池田市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　高槻市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　泉佐野市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　松原市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　摂津市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

兵庫県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　神戸市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　宝塚市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　明石市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　相生市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　たつの市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　姫路市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定
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　赤穂市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　宍粟市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

　太子町 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　佐用町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　篠山市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　丹波市 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　淡路市 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　三木市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

奈良県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

和歌山県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

鳥取県 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島根県 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　奥出雲町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

岡山県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　岡山市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　倉敷市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　津山市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　玉野市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　笠岡市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　井原市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　総社市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　高梁市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　新見市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　備前市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

9．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況

241

基
礎
資
料



盛り込まれて
いる施策等

地方公共団体

条
例
等
の
制
定
状
況

基
本
理
念

地
方
公
共
団
体
の
責
務

都
道
府
県
民（
市
区
町
村
民
）の
責
務

連
携
協
力（
含
体
制
整
備
）

基本的施策
相
談
及
び
情
報
の
提
供

損
害
回
復
・
経
済
的
支
援

日
常
生
活
の
支
援

安
全
の
確
保

居
住
の
安
定

雇
用
の
安
定

理
解
の
増
進

調
査
研
究
・
人
材
の
育
成

民
間
支
援
団
体
に
対
す
る
援
助

　瀬戸内市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　赤磐市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　真庭市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　美作市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　浅口市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　和気町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　早島町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　里庄町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　矢掛町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　新庄村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　鏡野町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　勝央町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　奈義町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　西粟倉村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　久米南町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　美咲町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　吉備中央町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

広島県 条例の制定
計画・指針の策定

山口県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○

　防府市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

徳島県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

愛媛県 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 条例の制定
計画・指針の策定
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福岡県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　宗像市 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

佐賀県 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　嬉野市 条例の制定 ○ ○
計画・指針の策定

長崎県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊本県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　長洲町 条例の制定 ○ ○ ○
計画・指針の策定

　小国町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○

　南阿蘇村 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　甲佐町 条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定

　氷川町 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大分県 条例の制定
計画・指針の策定

宮崎県 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　延岡市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○

　日向市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

　えびの市 条例の制定
計画・指針の策定 ○ ○ ○

鹿児島県 条例の制定
計画・指針の策定

沖縄県 条例の制定 ○ ○ ○ ○
計画・指針の策定 ○ ○ ○ ○ ○
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9－4．地方公共団体における犯罪被害者等を対象とした見舞金・貸付金の制度
� （平成26年4月1日現在）

地方公共団体名 開始年月日 見舞金の額等 貸付金の額等
死亡 傷害 死亡 傷害

（都道府県・政令指定都市）
1 山形県 平成20年4月1日 30万円 30万円

2

神奈川県 平成21年4月1日 100万円 30万円
※�国で定める犯罪被害者等給付金対象者に対し100万円
を，給付条件に至らないが故意の犯罪により傷病を
負ったものに対し30万円（上限）を貸し付ける。

3

京都市 平成23年4月1日 30万円 30万円
※生活資金の給付（犯罪等により
生活困窮となった者に対し，一律
30万円を支給する。その他資力要
件あり。）

4 神戸市 平成25年4月1日 30万円（資力要件・自責要件等あり） 全治1か月以上　10万円（資力要件・自責要件等あり）
（市区町村）
1 北海道北斗市 平成22年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
2 北海道広尾町 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円 1人20万円以内　貸付期間1年以内
3 秋田県能代市 平成19年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
4 秋田県横手市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
5 秋田県大館市 平成18年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
6 秋田県男鹿市 平成19年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
7 秋田県潟上市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
8 秋田県にかほ市 平成19年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円

9 秋田県井川町 平成18年6月21日 30万円
（1）入院期間3か月以上　10万円
（2）入院期間1か月以上3か月未満　5万円
（3）前号に掲げる場合以外の場合　2万円

10 秋田県鹿角市 平成23年3月31日 30万円 全治1か月以上　10万円
11 茨城県常陸大宮市 平成22年3月25日 30万円（第1順位遺族） 全治1か月以上　10万円 20万円以内　償還2年以内　無利子
12 茨城県潮来市 平成26年1月1日 30万円 20万円

13 埼玉県三芳町 平成13年4月1日 30万円

（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上2か月未満　10万円
（3）全治2か月以上3か月未満　15万円
（4）全治3か月以上　20万円

14 埼玉県嵐山町 平成12年4月1日 30万円

（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上2か月未満　10万円
（3）全治2か月以上3か月未満　15万円
（4）全治3か月以上　20万円

15 埼玉県蕨市 昭和43年4月1日 10万円 重傷者　5万円

16 千葉県成田市 平成18年3月27日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　5万円
（3）全治3か月以上　10万円

17 千葉県神崎町 平成15年4月1日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　5万円
（3）全治3か月以上　10万円

18 千葉県多古町 平成14年1月1日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　10万円
（3）全治3か月以上　20万円

19 東京都杉並区 平成18年4月1日

・貸付額　30万円以内
・無利子
・6か月据え置き後償還
10万円以内は10か月以内
10万円を超え20万円以内は20か月以内
20万円を超え30万円以内は30か月以内

20 東京都国分寺市 平成25年2月1日

・金融機関への融資あっせん制度
・貸付額　50万円以内
・利子・保証料全額補助
・6か月据え置き後償還　36か月以内
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9－4．地方公共団体における犯罪被害者等を対象とした見舞金・貸付金の制度
� （平成26年4月1日現在）

地方公共団体名 開始年月日 見舞金の額等 貸付金の額等
死亡 傷害 死亡 傷害

（都道府県・政令指定都市）
1 山形県 平成20年4月1日 30万円 30万円

2

神奈川県 平成21年4月1日 100万円 30万円
※�国で定める犯罪被害者等給付金対象者に対し100万円
を，給付条件に至らないが故意の犯罪により傷病を
負ったものに対し30万円（上限）を貸し付ける。

3

京都市 平成23年4月1日 30万円 30万円
※生活資金の給付（犯罪等により
生活困窮となった者に対し，一律
30万円を支給する。その他資力要
件あり。）

4 神戸市 平成25年4月1日 30万円（資力要件・自責要件等あり） 全治1か月以上　10万円（資力要件・自責要件等あり）
（市区町村）
1 北海道北斗市 平成22年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
2 北海道広尾町 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円 1人20万円以内　貸付期間1年以内
3 秋田県能代市 平成19年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
4 秋田県横手市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
5 秋田県大館市 平成18年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
6 秋田県男鹿市 平成19年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
7 秋田県潟上市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
8 秋田県にかほ市 平成19年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円

9 秋田県井川町 平成18年6月21日 30万円
（1）入院期間3か月以上　10万円
（2）入院期間1か月以上3か月未満　5万円
（3）前号に掲げる場合以外の場合　2万円

10 秋田県鹿角市 平成23年3月31日 30万円 全治1か月以上　10万円
11 茨城県常陸大宮市 平成22年3月25日 30万円（第1順位遺族） 全治1か月以上　10万円 20万円以内　償還2年以内　無利子
12 茨城県潮来市 平成26年1月1日 30万円 20万円

13 埼玉県三芳町 平成13年4月1日 30万円

（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上2か月未満　10万円
（3）全治2か月以上3か月未満　15万円
（4）全治3か月以上　20万円

14 埼玉県嵐山町 平成12年4月1日 30万円

（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上2か月未満　10万円
（3）全治2か月以上3か月未満　15万円
（4）全治3か月以上　20万円

15 埼玉県蕨市 昭和43年4月1日 10万円 重傷者　5万円

16 千葉県成田市 平成18年3月27日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　5万円
（3）全治3か月以上　10万円

17 千葉県神崎町 平成15年4月1日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　5万円
（3）全治3か月以上　10万円

18 千葉県多古町 平成14年1月1日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　10万円
（3）全治3か月以上　20万円

19 東京都杉並区 平成18年4月1日

・貸付額　30万円以内
・無利子
・6か月据え置き後償還
10万円以内は10か月以内
10万円を超え20万円以内は20か月以内
20万円を超え30万円以内は30か月以内

20 東京都国分寺市 平成25年2月1日

・金融機関への融資あっせん制度
・貸付額　50万円以内
・利子・保証料全額補助
・6か月据え置き後償還　36か月以内

9．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
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地方公共団体名 開始年月日 見舞金の額等 貸付金の額等
死亡 傷害 死亡 傷害

21 東京都多摩市 平成21年4月1日
・貸付額　10万円以内
・無利子
・6か月据え置き後償還　15か月以内

22 神奈川県秦野市 平成元年6月23日 10万円 重症一人につき　3万円以内

23 神奈川県座間市 平成16年3月31日 （1）�20歳未満の者20万円
（2）�20歳以上の者30万円

（1）入院の期間が15日以上30日未満の場合2万円
（2）入院の期間が30日以上45日未満の場合4万円
（3）入院の期間が45日以上の場合　6万円

24 神奈川県寒川町 平成15年4月1日 50万円 全治1か月以上　10万円
25 福井県越前市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
26 石川県金沢市 平成24年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
27 石川県中能登町 平成24年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
28 石川県能登町 平成24年4月1日 30万円 全治1月以上　10万円
29 石川県羽咋市 平成26年1月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
30 石川県かほく市 平成25年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
31 石川県野々市市 平成25年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
32 石川県津幡町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
33 石川県内灘町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
34 石川県志賀町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上　10万円
35 石川県宝達志水町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円

36 愛知県犬山市 昭和44年3月29日
15万円
（即死及び災害発生後当該災害原
因による7日以内の死亡者）

5万円
（医師の診断により入院30日以上の治療を要した者及
び災害発生7日経過後の死亡者）
（H20．4．1より3万円から5万円に改正）

37 山梨県韮崎市 平成21年3月23日 50万円 全治1か月以上　10万円
38 滋賀県大津市 平成15年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
39 滋賀県彦根市 平成12年9月29日 30万円 全治1か月以上　10万円
40 滋賀県近江八幡市 平成22年3月21日 30万円 全治1か月以上　10万円
41 滋賀県長浜市 平成18年2月13日 30万円 全治1か月以上　10万円
42 滋賀県草津市 平成14年3月25日 30万円 全治1か月以上　10万円
43 滋賀県守山市 平成13年12月25日 30万円 全治1か月以上　10万円
44 滋賀県栗東市 平成13年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
45 滋賀県甲賀市 平成17年1月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
46 滋賀県野洲市 平成16年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
47 滋賀県湖南市 平成16年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
48 滋賀県東近江市 平成17年2月11日 30万円 全治1か月以上　10万円
49 滋賀県米原市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
50 滋賀県日野町 平成15年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円

51 滋賀県竜王町 平成12年4月1日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　10万円
（3）全治3か月以上　20万円

52 滋賀県愛荘町 平成18年2月13日 30万円 全治1か月以上　10万円
53 京都府福知山市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
54 京都府舞鶴市 平成23年6月28日 30万円 全治1か月以上　10万円
55 京都府綾部市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
56 京都府宇治市 平成22年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
57 京都府宮津市 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
58 京都府亀岡市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
59 京都府城陽市 平成22年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
60 京都府向日市 平成25年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
61 京都府長岡京市 平成23年1月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
62 京都府八幡市 平成24年7月12日 30万円 全治1か月以上　10万円
63 京都府京田辺市 平成23年9月26日 30万円 全治1か月以上　10万円
64 京都府京丹後市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
65 京都府南丹市 平成26年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
66 京都府木津川市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
67 京都府大山崎町 平成24年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
68 京都府久御山町 平成21年5月1日 30万円 全治1か月以上　10万円 30万円以内 30万円以内
69 京都府井手町 平成23年7月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
70 京都府宇治田原町 平成23年6月20日 30万円 全治1か月以上　10万円
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地方公共団体名 開始年月日 見舞金の額等 貸付金の額等
死亡 傷害 死亡 傷害

21 東京都多摩市 平成21年4月1日
・貸付額　10万円以内
・無利子
・6か月据え置き後償還　15か月以内

22 神奈川県秦野市 平成元年6月23日 10万円 重症一人につき　3万円以内

23 神奈川県座間市 平成16年3月31日 （1）�20歳未満の者20万円
（2）�20歳以上の者30万円

（1）入院の期間が15日以上30日未満の場合2万円
（2）入院の期間が30日以上45日未満の場合4万円
（3）入院の期間が45日以上の場合　6万円

24 神奈川県寒川町 平成15年4月1日 50万円 全治1か月以上　10万円
25 福井県越前市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
26 石川県金沢市 平成24年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
27 石川県中能登町 平成24年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
28 石川県能登町 平成24年4月1日 30万円 全治1月以上　10万円
29 石川県羽咋市 平成26年1月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
30 石川県かほく市 平成25年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
31 石川県野々市市 平成25年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
32 石川県津幡町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
33 石川県内灘町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円
34 石川県志賀町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上　10万円
35 石川県宝達志水町 平成26年4月1日 30万円 全治1月以上かつ入院3日以上　10万円

36 愛知県犬山市 昭和44年3月29日
15万円
（即死及び災害発生後当該災害原
因による7日以内の死亡者）

5万円
（医師の診断により入院30日以上の治療を要した者及
び災害発生7日経過後の死亡者）
（H20．4．1より3万円から5万円に改正）

37 山梨県韮崎市 平成21年3月23日 50万円 全治1か月以上　10万円
38 滋賀県大津市 平成15年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
39 滋賀県彦根市 平成12年9月29日 30万円 全治1か月以上　10万円
40 滋賀県近江八幡市 平成22年3月21日 30万円 全治1か月以上　10万円
41 滋賀県長浜市 平成18年2月13日 30万円 全治1か月以上　10万円
42 滋賀県草津市 平成14年3月25日 30万円 全治1か月以上　10万円
43 滋賀県守山市 平成13年12月25日 30万円 全治1か月以上　10万円
44 滋賀県栗東市 平成13年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
45 滋賀県甲賀市 平成17年1月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
46 滋賀県野洲市 平成16年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
47 滋賀県湖南市 平成16年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
48 滋賀県東近江市 平成17年2月11日 30万円 全治1か月以上　10万円
49 滋賀県米原市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
50 滋賀県日野町 平成15年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円

51 滋賀県竜王町 平成12年4月1日 30万円
（1）全治2週間以上1か月未満　3万円
（2）全治1か月以上3か月未満　10万円
（3）全治3か月以上　20万円

52 滋賀県愛荘町 平成18年2月13日 30万円 全治1か月以上　10万円
53 京都府福知山市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
54 京都府舞鶴市 平成23年6月28日 30万円 全治1か月以上　10万円
55 京都府綾部市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
56 京都府宇治市 平成22年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
57 京都府宮津市 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
58 京都府亀岡市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
59 京都府城陽市 平成22年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
60 京都府向日市 平成25年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
61 京都府長岡京市 平成23年1月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
62 京都府八幡市 平成24年7月12日 30万円 全治1か月以上　10万円
63 京都府京田辺市 平成23年9月26日 30万円 全治1か月以上　10万円
64 京都府京丹後市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
65 京都府南丹市 平成26年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
66 京都府木津川市 平成24年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
67 京都府大山崎町 平成24年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
68 京都府久御山町 平成21年5月1日 30万円 全治1か月以上　10万円 30万円以内 30万円以内
69 京都府井手町 平成23年7月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
70 京都府宇治田原町 平成23年6月20日 30万円 全治1か月以上　10万円
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地方公共団体名 開始年月日 見舞金の額等 貸付金の額等
死亡 傷害 死亡 傷害

71 京都府笠置町 平成26年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
72 京都府和塚町 平成26年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
73 京都府精華町 平成25年9月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
74 京都府南山城村 平成25年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
75 京都府京丹波町 平成26年1月3日 30万円 全治1か月以上　10万円
76 京都府伊根町 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
77 京都府与謝野町 平成23年1月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
78 大阪府池田市 平成11年4月1日 20万円 入院加療3か月以上　3万円
79 大阪府高槻市 昭和56年4月1日 10万円 支給対象外
80 大阪府松原市 昭和45年4月1日 5万円 支給対象外
81 大阪府摂津市 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
82 兵庫県宝塚市 平成17年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
83 兵庫県丹波市 平成20年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
84 兵庫県宍粟市 平成17年4月1日 10万円 全治1か月以上　1万円
85 兵庫県たつの市 平成17年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
86 兵庫県相生市 平成17年6月27日 30万円 全治1か月以上　10万円

87 兵庫県明石市 平成23年4月1日 30万円 10万円（死亡・傷害あわせて30万円を超えない範囲） 50万円を超
えない範囲 50万円を超えない範囲

88 兵庫県姫路市 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
89 兵庫県赤穂市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
90 兵庫県太子町 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
91 兵庫県佐用町 平成22年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
92 兵庫県三木市 平成25年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
93 岡山県総社市 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
94 岡山県備前市 平成23年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円

95 岡山県瀬戸内市 平成24年1月1日 30万円 （1）全治2週間以上1か月未満　5万円
（2）全治1か月以上　10万円

96 岡山県和気町 平成23年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
97 山口県防府市 平成25年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
98 福岡県宗像市 平成16年4月1日 30万円 負傷又は疾病の療養の期間が1か月以上　10万円
99 熊本県長洲町 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
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地方公共団体名 開始年月日 見舞金の額等 貸付金の額等
死亡 傷害 死亡 傷害

71 京都府笠置町 平成26年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
72 京都府和塚町 平成26年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
73 京都府精華町 平成25年9月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
74 京都府南山城村 平成25年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
75 京都府京丹波町 平成26年1月3日 30万円 全治1か月以上　10万円
76 京都府伊根町 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
77 京都府与謝野町 平成23年1月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
78 大阪府池田市 平成11年4月1日 20万円 入院加療3か月以上　3万円
79 大阪府高槻市 昭和56年4月1日 10万円 支給対象外
80 大阪府松原市 昭和45年4月1日 5万円 支給対象外
81 大阪府摂津市 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
82 兵庫県宝塚市 平成17年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
83 兵庫県丹波市 平成20年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
84 兵庫県宍粟市 平成17年4月1日 10万円 全治1か月以上　1万円
85 兵庫県たつの市 平成17年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
86 兵庫県相生市 平成17年6月27日 30万円 全治1か月以上　10万円

87 兵庫県明石市 平成23年4月1日 30万円 10万円（死亡・傷害あわせて30万円を超えない範囲） 50万円を超
えない範囲 50万円を超えない範囲

88 兵庫県姫路市 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
89 兵庫県赤穂市 平成18年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
90 兵庫県太子町 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
91 兵庫県佐用町 平成22年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
92 兵庫県三木市 平成25年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
93 岡山県総社市 平成23年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
94 岡山県備前市 平成23年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円

95 岡山県瀬戸内市 平成24年1月1日 30万円 （1）全治2週間以上1か月未満　5万円
（2）全治1か月以上　10万円

96 岡山県和気町 平成23年10月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
97 山口県防府市 平成25年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
98 福岡県宗像市 平成16年4月1日 30万円 負傷又は疾病の療養の期間が1か月以上　10万円
99 熊本県長洲町 平成21年4月1日 30万円 全治1か月以上　10万円
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9－5．地方公共団体における公共住宅の入居に際して配慮を行う制度の状況
� （平成26年4月1日現在）

開始時期
配慮の内容

抽選によらず
入居

入居要件の
緩和

抽選倍率の
優遇 その他

北 海 道 平成21年4月 ○
北 見 市 平成22年4月 ○
稚 内 市 平成17年8月 ○
北 斗 市 平成22年4月 ○
松 前 町 平成21年3月 ○
蘭 越 町 平成21年11月 ○
真 狩 村 平成21年12月 ○
美 瑛 町 平成18年12月 ○
新 得 町 平成18年4月 ○
清 水 町 平成18年3月 ○
更 別 村 平成21年4月 ○
広 尾 町 平成21年4月 ○
音 更 町 平成19年3月 ○
鹿 追 町 平成18年4月 ○
幕 別 町 平成19年7月 ○
本 別 町 平成20年12月 ○
足 寄 町 平成20年11月 ○
陸 別 町 平成21年1月 ○
青 森 県 平成25年10月 ○
岩 手 県 平成18年7月 ○ ○ ○
久 慈 市 平成19年4月 ○
二 戸 市 平成18年1月 ○
八 幡 平 市 平成20年7月 ○
矢 巾 町 平成18年9月 ○
西 和 賀 町 平成18年12月 ○
岩 手 町 平成21年4月 ○
宮 城 県 平成18年2月 ○ ○ ○
塩 竈 市 平成25年12月 ○
多 賀 城 市 不明 ○
大 崎 市 不明 ○
秋 田 県 平成19年4月 ○ ○
大 館 市 平成18年4月 ○ ○
北 秋 田 市 平成18年4月 ○ ○
能 代 市 平成19年4月 ○ ○
由 利 本 荘 市 平成18年4月 ○
八 郎 潟 町 平成18年4月 ○ ○
山 形 県 平成18年2月 ○
山 形 市 平成18年4月 ○
朝 日 町 平成24年4月 ○

福 島 県 平成18年7月 ○
喜 多 方 市 不明 ○
相 馬 市 不明 ○
鏡 石 町 平成13年10月 ○
中 島 村 平成25年4月 ○

茨 城 県 平成20年9月 ○ ○
結 城 市 不明 ○
北 茨 城 市 平成16年12月 ○
取 手 市 不明 ○
常 陸 大 宮 市 平成22年3月 ○
栃 木 県 平成18年4月 ○ ○
那 須 塩 原 市 平成18年2月 ○ ○ ○

群 馬 県 平成18年3月 ○
埼 玉 県 平成19年10月 ○ ○
川 口 市 平成18年2月 ○
志 木 市 平成18年4月 ○
深 谷 市 平成25年1月 ○ ○
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開始時期
配慮の内容

抽選によらず
入居

入居要件の
緩和

抽選倍率の
優遇 その他

千 葉 県 －
山 武 市 平成18年3月 ○

東 京 都 平成19年5月 ○
杉 並 区 平成21年4月 ○ ○ ○

神 奈 川 県 平成19年6月 ○
横 須 賀 市 平成25年4月 ○ ○
新 潟 県 平成18年4月 ○
新 潟 市 平成18年度 ○
三 条 市 平成17年5月 ○
柏 崎 市 平成9年8月 ○
小 千 谷 市 平成9年12月 ○
十 日 町 市 平成24年4月 ○
見 附 市 平成9年12月 ○
燕 市 平成25年4月 ○
五 泉 市 平成18年1月 ○
阿 賀 野 市 平成16年4月 ○
魚 沼 市 平成16年11月 ○
南 魚 沼 市 平成16年1月 ○
村 上 市 平成20年4月 ○
出 雲 崎 町 平成9年12月 ○
湯 沢 町 平成9年12月 ○

富 山 県 平成18年2月 ○
小 矢 部 市 平成18年2月 ○

石 川 県 平成25年4月 ○ ○ ○
宝 達 志 水 町 平成25年4月 ○
小 松 市 平成25年4月 ○
輪 島 市 平成19年2月 ○
珠 洲 市 平成25年4月 ○ ○
白 山 市 平成25年4月 ○
能 美 市 平成26年1月 ○
野 々 市 市 平成25年4月 ○ ○
川 北 町 平成25年4月 ○
志 賀 町 平成25年4月 ○
能 登 町 平成25年4月 ○ ○

福 井 県 平成19年5月 ○ ○
越 前 市 平成24年4月 ○

山 梨 県 平成24年3月 ○
甲 府 市 平成26年1月 ○
長 野 県 平成18年4月 ○ ○
長 野 市 平成18年12月 ○ ○
松 本 市 不明 ○ ○ ○
上 田 市 平成18年3月 ○ ○

岐 阜 県 平成20年11月 ○
北 方 町 不明 ○
八 百 津 町 不明 ○
瑞 浪 市 平成24年4月 ○

静 岡 県 平成20年5月 ○
静 岡 市 平成21年9月 ○
藤 枝 市 平成24年4月 ○
愛 知 県 平成20年4月 ○
名 古 屋 市 平成20年9月 ○ ○
豊 橋 市 平成18年12月 ○
安 城 市 平成19年4月 ○
犬 山 市 平成18年2月 ○
田 原 市 不明 ○
美 浜 町 不明 ○
幸 田 町 平成25年4月 ○
三 重 県 －
四 日 市 市 平成18年4月 ○
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開始時期
配慮の内容

抽選によらず
入居

入居要件の
緩和

抽選倍率の
優遇 その他

滋 賀 県 平成18年4月 ○ ○
彦 根 市 平成18年2月 ○
長 浜 市 平成18年7月 ○ ○
守 山 市 平成17年4月 ○
栗 東 市 平成24年4月 ○

京 都 府 平成18年6月 ○ ○
京 都 市 平成23年4月 ○ ○
福 知 山 市 平成17年12月 ○
舞 鶴 市 平成23年6月 ○
綾 部 市 平成24年4月 ○
宇 治 市 平成22年4月 ○ ○ ○
宮 津 市 平成23年4月 ○
亀 岡 市 平成24年4月 ○ ○
長 岡 京 市 平成24年4月 ○
京 丹 後 市 平成24年4月 ○
南 丹 市 平成26年4月 ○
木 津 川 市 平成24年10月 ○
精 華 町 平成25年9月 ○
与 謝 野 町 平成23年1月 ○

大 阪 府 平成19年4月 ○ ○
大 阪 市 平成24年4月 ○
堺 市 平成25年4月 ○
茨 木 市 平成26年4月 ○

兵 庫 県 平成20年4月 ○
神 戸 市 平成21年5月 ○ ○ ○
姫 路 市 平成23年4月 ○
尼 崎 市 平成20年11月 ○
豊 岡 市 平成18年2月 ○
篠 山 市 平成23年6月 ○
朝 来 市 平成17年4月 ○
市 川 町 平成24年3月 ○

奈 良 県 －
和 歌 山 県 平成20年4月 ○
鳥 取 県 平成22年1月 ○
倉 吉 市 平成18年4月 ○
湯 梨 浜 町 平成16年10月 ○
智 頭 町 平成25年4月 ○
島 根 県 平成21年3月 ○
浜 田 市 平成23年3月 ○
奥 出 雲 町 平成18年2月 ○
川 本 町 平成24年4月 ○
岡 山 県 平成18年4月 ○ ○
岡 山 市 平成24年4月 ○
倉 敷 市 平成17年4月 ○
津 山 市 平成24年4月 ○
笠 岡 市 平成18年2月 ○
井 原 市 平成24年4月 ○ ○
総 社 市 平成23年4月 ○
備 前 市 平成23年10月 ○
瀬 戸 内 市 平成24年4月 ○ ○ ○
赤 磐 市 平成23年9月 ○
真 庭 市 平成24年4月 ○
浅 口 市 平成18年3月 ○ ○
和 気 町 平成23年10月 ○
早 島 町 平成23年10月 ○
矢 掛 町 平成23年10月 ○
新 庄 村 平成23年6月 ○
奈 義 町 平成23年9月 ○
吉 備 中 央 町 平成16年12月 ○ ○
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開始時期
配慮の内容

抽選によらず
入居

入居要件の
緩和

抽選倍率の
優遇 その他

西 粟 倉 村 平成24年4月 ○ ○
広 島 県 平成19年6月 ○
広 島 市 平成22年4月 ○ ○
尾 道 市 平成18年2月 ○
世 羅 町 平成20年3月 ○
竹 原 市 平成24年7月 ○
府 中 市 不明 ○
廿 日 市 市 平成18年10月 ○
山 口 県 平成26年4月 ○
防 府 市 平成25年4月 ○

徳 島 県 －
香 川 県 平成19年4月 ○ ○
多 度 津 町 不明 ○

愛 媛 県 平成18年5月 ○
四 国 中 央 市 平成22年4月 ○
伊 方 町 平成22年4月 ○
高 知 県 －
土 佐 町 平成25年10月 ○

福 岡 県 平成19年9月 ○
福 岡 市 平成20年2月 ○ ○ ○

佐 賀 県 平成19年4月 ○
嬉 野 市 平成18年1月 ○
神 埼 市 平成24年3月 ○

長 崎 県 平成18年12月 ○ ○
佐 世 保 市 平成26年4月 ○
平 戸 市 平成20年4月 ○
雲 仙 市 不明 ○
新 上 五 島 町 平成16年4月 ○

熊 本 県 平成18年6月 ○
熊 本 市 平成22年12月 ○
八 代 市 平成18年6月 ○ ○
人 吉 市 不明 ○
山 鹿 市 平成17年1月 ○
宇 城 市 平成24年4月 ○
合 志 市 平成19年3月 ○
小 国 町 平成22年9月 ○
甲 佐 町 平成18年6月 ○
氷 川 町 平成20年10月 ○
多 良 木 町 平成24年4月 ○

大 分 県 平成18年4月 ○
大 分 市 平成19年4月 ○ ○ ○
津 久 見 市 平成22年4月 ○
杵 築 市 平成19年6月 ○
由 布 市 平成17年10月 ○
玖 珠 町 平成18年2月 ○
宮 崎 県 平成18年6月 ○
延 岡 市 平成21年4月 ○
日 南 市 平成21年8月 ○
小 林 市 平成20年4月 ○
串 間 市 平成24年4月 ○ ○
門 川 町 平成16年3月 ○

鹿 児 島 県 平成18年4月 ○
鹿 児 島 市 平成18年9月 ○
薩 摩 川 内 市 平成21年10月 ○

沖 縄 県 －

9．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
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